
平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
受
領

答

弁

第

二

一

七

号

内
閣
衆
質
一
六
五
第
二
一
七
号

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
授
産
事
業
所
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適
用
除
外
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送

付
す
る
。



衆
議
院
議
員
内
山
晃
君
提
出
授
産
事
業
所
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適
用
除
外
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
授
産
事
業
に
対
す
る
労
働
基
準
法
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
」
（
昭
和
二
十
六
年
十
月
二
十
五
日
付
け
基
収
第

三
千
八
百
二
十
一
号
労
働
省
労
働
基
準
局
長
通
知
）
に
掲
げ
る
五
つ
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
す
知
的
障
害
者
授
産
施
設
等
で

作
業
す
る
知
的
障
害
者
等
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
の
指
揮
監
督
下
で
労
働
す
る
も
の
で
は
な
く
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
九
条
に
規
定
す
る
「
使
用
さ
れ
る
者
」
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
同
法
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
上
の
労
働
者
に
該
当

し
な
い
が
、
同
通
知
は
、
知
的
障
害
者
授
産
施
設
等
で
作
業
す
る
知
的
障
害
者
等
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
法
律
の

適
用
対
象
外
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。


